
地
方
連
携
で「
ふ
る
さ
と
割
」

港
区
商
連

公
式
モ
ー
ル
　

コ
ラ
ボ
商
品
や

％
引

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
報
告

商
店
街
振
興
組
合
設
立
の
手
引
き
　

２

２．発起人（創立総会までの手続き）

４．地図の作成

３．設立同意を求める

５．定款、事業計画、収支予算案等の原案作成

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン

資
源
で
活
性
化
を

　
経
産
省
と
観
光
庁
が
報
告
書

商　店　街　ニ　ュ　ー　ス （２）第号平成年月日（毎月日発行）

　
港
区
商
店
街
連
合
会（
須
永
達
雄
会
長
）の
公
式
バ
ー
チ
ャ
ル
モ
ー
ル「
ｍ
ｉ
ｅ
ｍ
ｏ（
ミ
～
モ
）」（http://m

iemo.jp/

）
で
、
こ
の
ほ
ど
「
ふ
る
さ
と
割
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
「
港
区
と
ふ
る
さ
と
が
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
下
、
特
設
ペ
ー
ジ
の
地
方
友
好
都
市
物
産
も
含
め
た
参
加
店
の
一
部
商

品
に
つ
い
て
、

％
割
引
き
の
「
ふ
る
さ
と
割
」
と
し
て
提
供
す
る
取
り
組
み
。
今
回
は
国
の
地
域
活
性
化
・
地
域

住
民
生
活
等
緊
急
支
援
交
付
金
の
一
部
を
活
用
し
た
も
の
で
、
「

％
Ｏ
Ｆ
Ｆ
」
の
圧
倒
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
、
そ
し

て
ふ
る
さ
と
へ
の
応
援
気
運
を
追
い
風
に
、
ミ
～
モ
の
認
知
度
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
。

公式バーチャルモール「ミ～モ」では、「港区×ふるさと」
のコラボ商品などを％の「ふるさと割」で提供中

　
今
回
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

特
徴
は
、
全
国
の
地
方
物
産

と
港
区
内
商
店
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
前
面
に
出
し

て
い
る
点
だ
。
今
回
は
区
の

友
好
都
市
で
あ
る
北
海
道
佐

呂
間
町
、
山
形
県
舟
形
町
、

福
島
県
い
わ
き
市
、
岐
阜
県

郡
上
市
と
連
携
。
各
地
の
魚

介
や
農
産
品
な
ど
の
物
産
を

「
ふ
る
さ
と
割
」
で
販
売
し

て
お
り
、
今
後
も
品
揃
え
拡

充
や
、
他
の
地
方
都
市
と
の

連
携
も
検
討
し
て
い
く
方

針
。
個
人
住
民
税
一
部
の

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
が
話
題

と
な
る
な
か
、
口
コ
ミ
お
よ

び
マ
ス
コ
ミ
効
果
も
得
て
お

り
、
ミ
～
モ
へ
の
ア
ク
セ
ス

数
も
急
増
中
だ
。

　
ミ
～
モ
の
既
存
の
地
元
参

加

店
舗
で
も
今
回
の
「
ふ

る
さ
と
割
対
象
商
品
」
を
取

り
扱
い
中
だ
が
、
と
く
に
注

目
さ
れ
る
の
が
地
方
物
産
と

区
内
商
店
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
・
セ
ッ
ト
商
品
が
登

場
し
て
い
る
点
だ
。
第
一
弾

と
し
て
は
、
区
内
醸
造
所

「
東
京
・
芝
の
酒
」
と
福
島

県
い
わ
き
市
の
蒸
し
ウ
ニ
、

か
つ
お
フ
レ
ー
ク
な
ど
の
逸

品
缶
詰
セ
ッ
ト
が
登
場
。
通

常
価
格
５
０
０
０
円
が
ふ
る

さ
と
割
で
３
５
０
０
円
と
な

り
人
気
を
集
め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
今
回
は
、
ふ
る
さ

と
割
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局

を
区
商
連
事
務
局
の
外
部
ス

タ
ッ
フ
の
会
社
内
に
設
置
。

こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
区
商

連
事
務
局
内
で
の
体
制
で
は

対
応
で
き
な
か
っ
た
、
ネ
ッ

ト
通
販
に
求
め
ら
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
、
迅
速
か

つ
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
る
。

　
ミ
～
モ
は
３
年
ほ
ど
前
に

区
商
連
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
バ
ー
チ
ャ
ル
モ
ー
ル

と
し
て
は
珍
し
い
「
地
域
限

定
型
」
モ
ー
ル
と
し
て
開
設

し
た
。
登
録
し
た
利
用
会
員

は
買
い
物
カ
ー
ト
方
式
で
、

注
文
か
ら
決
済
、
配
達
手
配

ま
で
を
ウ
ェ
ブ
経
由
で
処
理

で
き
る
。
一
方
で
、
「
あ
く

ま
で
も
店
頭
に
来
て
い
た
だ

く
こ
と
が
バ
ー
チ
ャ
ル
モ
ー

ル
の
目
的
」
（
斉
藤
俊
一
副

会
長
）
と
の
位
置
づ
け
で
、

店
主
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
手
段
と
し
て
ス
カ
イ
プ

機
能
も
盛
り
込
ま
れ
た
。

　
参
加
店
へ
の
支
援
体
制
も

充
実
さ
せ
て
お
り
、
Ｉ
Ｔ
ス

キ
ル
向
上
や
若
手
参
画
、
地

域
性
を
活
か
し
た
新
商
品
開

発
や
新
業
種
・
業
態
の
再
検

討
等
に
一
定
の
効
果
を
上
げ

て
き
た
。
し
か
し
、
バ
ー
チ

ャ
ル
モ
ー
ル
と
し
て
の
事
業

採
算
性
の
確
保
が
課
題
と
な

っ
て
お
り
、
「
今
回
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
機
に
そ
の
テ
コ

入
れ
も
図
っ
て
い
く
」
（
須

藤
元
久
事
業
担
当
）
。

　
港
区
で
は
地
域
活
性
化
・

地
域
住
民
生
活
等
緊
急
支
援

交
付
金
を
活
用
し
た
事
業
と

し
て
、
今
回
の
ふ
る
さ
と
割

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
先
駆
け

て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品

券
に
つ
い
て
も
対
前
年
比
で

発
行
総
額
を
倍
増
し
て
発

行
。さ
ら
に
９
月
１
日
に
は
、

区
内
共
通
商
品
券
１
０
０
０

円
分
の
引
換
券
、
区
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
一
日
乗
車
券

の
引
換
券
、
区
内
２
１
０
の

観
光
施
設
・
店
舗
で
使
え
る

ク
ー
ポ
ン
が
セ
ッ
ト
と
な
っ

た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
冊
子
「
Ｍ

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
ハ
ッ
ピ
ー
パ
ス

ポ
ー
ト
」
も
１
０
０
０
円
で

販
売
ス
タ
ー
ト
。
バ
ー
チ
ャ

ル
・
リ
ア
ル
双
方
を
駆
使
し

た
Ｐ
Ｒ
で
、
港
区
内
商
店
の

魅
力
を
地
元
の
み
な
ら
ず
観

光
客
に
向
け
て
も
広
く
情
報

発
信
し
て
い
く
。

【
１
面
よ
り
続
き
】

（
２
）

【
１
】
社
会
的
弱
者
救
済

①
設
定
し
た
　
９
カ
所

②
設
定
し
な
い
　
９
カ
所

【
２
】
大
型
店
対
策

①
実
施
し
た
　

カ
所

②
実
施
し
な
い
　
６
カ
所

【
３
】
未
加
入
店
舗
対
策

①
実
施
し
た
　

カ
所

②
実
施
し
な
い
　
１
カ
所

【
４
】
購
入
予
約
設
定

①
設
定
し
た
　
７
カ
所

②
設
定
し
な
い
　

カ
所

（
３
）

【
１
】
１
人
当
り
上
限
額

①
設
定
し
た
　

カ
所

・
２
万
円
　
２
カ
所

・
３
万
円
　
２
カ
所
（
１
カ

所
は
、
子
育
て
世
帯
支
援
カ

ー
ド
の
表
示
で
４
万
円
へ
引

き
上
げ
）

・
４
万
円
　
１
カ
所

・
５
万
円
　
９
カ
所
（
１
カ

所
は
、
ネ
ッ
ト
申
込
み
の
場

合
４
万
円
）

・

万
円
　
８
カ
所

②
設
定
せ
ず
　
な
し

【
２
】
換
金
手
数
料
の
設
定

①
設
定
し
た
　
５
カ
所
（
０

・
５
％
／
販
売
額
の
１
％
／

大
型
店
の
み
１
％
／
２
％
／

２
～
５
％
）

②
設
定
せ
ず
　

カ
所

３

今
回
の
発
行
に
よ
る
未

加
入
商
店
街
、
店
舗
（
事
業

所
）
、
大
型
店
の
新
規
加
入

の
有
無
。
あ
っ
た
場
合
は
、

そ
れ
に
よ
る
新
規
加
入
の
商

店
街
・
店
舗
・
大
型
店
数

（
検
討
中
含
む
）

①
有
り
　

カ
所

●
商
店
街

・

商
店
街
以
内
　
５
カ
所

・

商
店
街
以
上
　
１
カ
所

●
店
舗

・

～
１
０
０
店
舗
　
９
カ

所・
１
０
０
～
４
０
０
店
舗
　

５
カ
所

・
約
３
０
０
０
店
舗
　
１
カ

所●
大
型
店

・
１
～

店
舗
　

カ
所

・

店
舗
以
上
　
１
カ
所

②
無
し
　
１
カ
所

４

今
回
の
発
行
に
つ
い
て

の
要
望
等
（
概
要
）

・
一
時
的
あ
る
い
は
大
型
店

が
利
す
る
よ
う
な
施
策
で
は

な
く
、
減
税
等
、
よ
り
広
範

な
効
果
が
見
込
め
る
策
の
実

施
を
望
む

・
プ
レ
ミ
ア
ム
期
間
終
了
後

の
脱
会
を
前
提
に
参
加
し
て

い
る
複
数
の
チ
ェ
ー
ン
店
に

商
店
街
活
動
へ
の
協
力
を
促

す
方
策
。
商
品
券
の
継
続
的

な
発
行

・
他
の
区
同
士
の
情
報
交
換

の
場
が
あ
れ
ば
よ
い
と
思
う

・
国
の
経
済
対
策
の
た
め
テ

レ
ビ
等
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
、
Ｐ
Ｒ
も
徹
底
で

き
た
た
め
３
日
間
限
定
で
完

売
。

年
度
の
予
算
措
置
に

期
待

・
効
果
測
定
の
た
め
の
ア
ン

ケ
ー
ト
内
容
が
細
か
す
ぎ
て

お
客
様
に
と
っ
て
面
倒
で
あ

る
。
細
か
い
数
字
記
入
の
項

目
数
を
減
ら
し
、
記
入
の
手

間
の
少
な
い
も
の
で
あ
れ
ば

行
政
側
に
と
っ
て
も
、
多
く

の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
と
思

う

　
経
済
産
業
省
と
観
光
庁
で

は
、
こ
の
ほ
ど
「
ク
ー
ル
ジ

ャ
パ
ン
資
源
を
観
光
に
活
用

し
た
地
域
経
済
活
性
化
研
究

会
」の
報
告
書
を
ま
と
め
た
。

　
商
店
街
関
係
で
は
、
「
商

店
街
等
に
お
け
る
観
光
客
の

消
費
促
進
」
と
し
て
、
外
国

人
観
光
客
の
消
費
拡
大
の
重

要
性
を
指
摘
。
①
官
民
一
体

に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

端
末
等
の
普
及
を
通
じ
、
決

済
環
境
の
整
備
を
促
進
②
多

言
語
対
応
、
Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ
環

境
の
整
備
③
消
費
税
免
税
制

度
に
つ
い
て
、
昨
年

月
の

全
品
目
へ
の
対
象
拡
大
、
今

年
４
月
の
免
税
手
続
一
括
カ

ウ
ン
タ
ー
制
度
開
始
を
踏
ま

え
て
、
免
税
店
及
び
一
括
カ

ウ
ン
タ
ー
の
増
加
を
推
進

な
ど
の
方
策
を
挙
げ
て

い
る
。

図

商
店
街
振
興
組
合
設
立
の
流
れ
※
本
号

２

の
解
説
内
容
は
点
線
囲
み
部
分

　　発起人（法第条）
　商店街振興組合法についての勉強会や説明会（組合の設立に関して法律の内容、設立手続きなど知
りたい場合は、行政庁や、区・市商店街連合会、都振連などが相談に応じたり、職員を派遣します）
を通じて、会員の知識と理解が深まり、商店街で組合を設立する意向が固まったら（総会などで決議
するのが望ましい）、発起人が中心となって具体的な実務を進める。
　発起人は７人以上必要だが、あまり多人数だと実務処理が効率的に進まないので、人位までが適
当と考えられる。１人を発起人代表とする。
　発起人になれるのは、組合員資格を有するとともに、設立と同時に組合員になる意志を有する者で
ある。個人商店の場合はその事業主、法人の場合は法人自体であるが、設立行為を行っていくうえで
の関係書類には、法人名の記載とともに、代表者の記名押印が必要となる。
　また、設立実務を進めていく過程で、行政庁と登記所への申請用及び組合保存用として、発起人全
員の印鑑証明書（個人事業者の場合は、区市町村に登録してある個人の印鑑証明書、法人企業は法務
局に登録してある会社等の印鑑証明書）が３通必要になるので、適当な時期までに各人で取り寄せて
置く。
　なお、発起人の役割は、商店街振興組合を設立することであるが、設立後組合の理事、監事などの
役員になることは差し支えない。
　発起人は創立総会までに、次の仕事を行う。

　地区と組合員資格の範囲を設定し、その地区内において組合員資格を有する営業店舗等すべて（既
存の商店街に加入、未加入を問わず）に「設立趣意書」と「設立同意及び出資引受書」を配布して、
商店街振興組合への加入と出資引受の同意を求める。
　設立趣意書は、設立の目的を詳細に述べるとともに設立の必要性を充分に説明し、さらに組合の事
業及び組織の概要を示すようにしなければならない。
　設立同意書及び出資引受書は、設立する商店街振興組合に対して、１口以上の出資をして商店街振
興組合に加入することを意思表示するものであり、この書面の回収によって組合員になろうとするも
のが確定することになる。同意書及び出資引受書は２通作成することが必要で、うち１通は、設立登
記時に法務局（登記所）へ提出し、１通は組合に保管する。（なお、この同意書及び出資引受書は、
行政庁への設立認可申請の際の添付書類としては必要ないが、確認のため提出し、設立後に返却され
る）。
　出資１口の金額については、法律上の規定は特になく、組合の会員数、事業内容や、組合の経営状
態、業種別公正などを十分考慮したうえで金額を定めればよい。なお、商店街振興組合のスタート時
には、創立費と一時的に組合維持ができるだけの立ち上がり費用が最低限必要なので、１ヶ月の一般
賦課金合計の３倍から４倍ぐらいを目安に出資総額を設定し、そこから１口金額を割り出すのも一つ
の便宜的な方法である。
　また、１人の出資引受額が全体の分のを超えないようにすること。
　前述のように、有資格者の３分の２以上の同意を取り付ける必要があるので、賛成しない人には、
根気よく説明して説得の努力をする。　　

　同意者が確定した段階で、組合の地区における有資格者の加入状況や隣接商店街との境界の確認な
ど組合設立の要件として必要な事項について行政庁による地区調査が行われるので、地区の地図及び
業種別一覧表を作成する。
　地図には、既存の商店街に加入、未加入を問わず、組合員資格（加入資格）を有するところはすべ
て記入する。ビルの場合も各階の店・事務所を記入する。

　発起人は創立総会に提出し、それに基づいて活動するための「定款・事業計画・収支予算（初年度
・次年度の２年分）」の原案を作成する。
　組合の設立手続を円滑に進めるため、行政庁、都振連では創立総会に提出すべき、これらの原案作
成の段階で相談に応じている。これら原案を総会資料として印刷する前に行政庁と協議して準備を進
めること。
１）　定　款
▽　定款とは
　定款は、組合の組織及び事業活動に関する根本規則であり、組合の自治法ともいうべきものである。
▽　定款作成上の留意点
　参考定款に基づき原案を作成する場合には、機械的にこれを写しかえるようなことを避け、よく検
討して組合の実情に適したものにしなければならない。
　また、定款は組合活動の根本規則なので、組合運営の大綱を記載するにとどめ、細目については諸
規約・規定などを別に作成する。
▽　定款の記載事項
　定款に記載する事項には、法律によって記載が義務づけられている必要記載事項と、組合が自由に
記載できる任意記載事項がある。必要事項は、さらに絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項に分
けられる。
　①　絶対的必要記載事項
　　　これをすべて組合が必ず定款に記載しなければならない基本的事項で、次のいずれを欠いても
定款全体が無効になり、ひいては、設立無効の原因になる。

　　◇地区、◇組合員資格に関する規定
　　　この２つの事項は、発起人が設立しようとする組合の構想の要件であり、この要件に従って設

立の同意を求めているわけだから、創立総会では、この原案を修正することはできない。
　　◇事業
　　　行おうとする事業の全体を具体的に記載するが、法第１３条第１項（商店街振興組合の事業）

に規定されている事業以外の事業は行えない。また、２事業年度までに実施しない事業は定款に
記載しないようにしなければならない。

　　◇名称、◇事務所の所在地、◇出資１口の金額及びその払込み方法、◇経費の分担に関する規定、
　　　◇剰余金の処分及び損失の処理に関する規定、◇準備金の額及びその積立の方法、◇役員の定

数及びその選挙又は選任に関する規定
　　　理事の定数は、３人以上、監事の定数は１人以上にし、理事及び監事の別に確定数を記載する

（「何人以上何人以内」と幅をもたせてもよいが、その幅は下限の２割以内。また、上限と下限
の差が１名のときは「何人又は何人」と記載する）。

　　　また、組合員以外の理事（員外理事）をおく場合は、その旨を記載し、理事定数（幅がある場
合は、下限の数）の３分の１を超えない範囲で定める。

　　　役員の選出方法については、①選挙の場合にあっては、単記式か連記式の別、組合員相互か立
候補あるいは推選によるかの別、指名推選を採用するかなどの選挙の有効、無効に関する基本的
手続を、また②選任の方法による場合にあっては、候補者の選び方、議決の方法など記載するこ
とを要する。

　　　なお、選挙又は選任についての細則は、別に選挙又は選任規約として定めるのが適当である。
　　◇事業年度、◇公告の方法
　②　相対的必要記載事項に必要とされるものではないが、次の事項は、組合と組合員の利害関係、
第三者の保護などにおいて重要な事項であるため、こちらを行う決定をした組合は、必ずその旨
を定款に記載しなければならない。もし記載がない場合、定款全体は無効とされないが、これら
の事項については法律上の効力が乗じない。

　　◇存立の時期又は解散の理由等、◇現物出資者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる
財産、その価格並びにこれに対してあたえる出資口数、◇組合の成立後に譲り受けることを約
した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名

　③　任意記載事項
　定款に記載するかどうかは組合の裁量に委ねられている事項。しかし、いったん組合で決定し、
定款に記載すれば、その定めに拘束されることはいうまでもない。
　例：理事会の招集期間の短縮、緊急議案の議決、理事会の書面議決など

２）　設立後２事業年度の事業計画
　事業計画案作成にあたっては事業規模、手数料及び実施方法、資金計画などをはっきり定めなけれ
ばならない。
　定款で定めた事業のうち、初年度に実施を予定しないものはその旨を記載する。次年度における事
業計画書には定款案で定めた事業をすべて記載する。初年度の事業開始日は、設立認可や登記の日を
想定したうえで適切な月の初日とする。事業項目の順番は定款の記載順と同じとする。
３）　設立後２事業年度の収支予算案
　収支予算案作成うえの注意事項は次の通り。
　ア．収入の部は、事業収入、賦課金等収入及び事業外収入に区分し、それぞれの科目、金額及びそ

の積算基礎を明らかにする。
　イ．支出の部は、事業費・事業間接費及び一般管理費・事業外費用に区分し、その積算基礎を明ら

かにする。
　ウ．事業収支、事業費は事業計画の事業の順とする。
　エ．収支予算書には、組合名、年度区分（初年度又は次年度の別）、事業の開始及び終了年月日を
記載する。

　オ．初年度及び次年度の予算科目は、特別の事由のない限り統一する。
　カ．予算科目の金額は、原則として組替え又は流用できないこととし、やむを得ない事由によって

流用を必要とするときは、総会の承認を受ける。
　キ．賦課金の賦課徴収方法は、具体的に記載し、設立同意者数を算定基準とする。
　注）１．　予算の裏付けとなる賦課金の基準、金額、徴収方法を記入する。
　　　２．　教育情報事業賦課金を徴収する場合は、その金額も記入する。
　　　３．　教育情報事業賦課金は、教育情報事業に使う金額を教育事業賦課金として徴収し、教育

情報事業が計画通り実施できず事業の一部が翌年の実施となった場合は、それに該当する
賦課金額を仮受処理して課税対象からはずし（非課税となる）翌年に繰り越すことができ
る。ただし、翌年度はその未実施事業を行うと共に仮受金額を収入計上して実施財源とす
ることになる。

４）　開催公告
　以上のような手続が終わったら、設立同意者による創立総会を開催する。創立総会については、少
なくも２週間前までに開催公告を行わなければならない。公告は設立事務所その他適当な場所に会議
の日時と場所、議案の内容等を掲示してするなどの方法があるが、書面による通知の場合は、開催日
の２週間前までに届くようにしなければならない（２週間前に発送するのではない）。
※詳しくは、東京都商店街振興組合連合会または所轄の区市担当部署までお問い合わせください。


